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○みきっ子未来応援協議会条例 

平成１８年９月２９日 

条例第３６号 

（設置） 

第１条 市民をあげて子育て支援を推進し、次の時代を担うこどもを健やかに

育むまちづくりを進めるため、みきっ子未来応援協議会（以下「協議会」と

いう。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議等を行うものとする。 

（１） 三木市こども計画の進行状況及び推進方策に関する事項 

（２） 市民協働による新たな子育て支援に関する事項 

（３） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２５条の２第２項に規

定する事項 

（４） 地方青少年問題協議会法（昭和２８年法律第８３号）第２条に規定

する事項 

（５） 前各号に掲げるもののほか、子育て支援を推進するために必要な事

項 

（組織） 

第３条 協議会は、委員３５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

（１） 次に掲げる団体から推薦を受けた者 

ア 福祉関係団体 

イ 健康・医療関係団体 

ウ 教育関係団体 

エ 子育て支援に関係する団体 

オ 自治会等地域活動団体 

（２） 公募による者 

（３） 関係行政機関の代表者 

３ 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

ただし、再任を妨げない。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長２人を置き、それぞれ委員の互選により定め

る。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、
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その職務を代理する。 

（専門委員） 

第５条 協議会に、専門事項の調査審議等を行わせるため必要があるときは、

専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が委嘱又

は任命する。 

３ 専門委員の任期は、当該専門事項の調査審議等が終了したときまでとする。 

（部会） 

第６条 第２条の所掌事項を分掌させる必要があるときは、協議会に部会を置

くことができる。 

（幹事） 

第７条 協議会に幹事若干名を置く。 

２ 幹事は、関係行政機関の職員及び市職員のうちから市長が委嘱又は任命す

る。 

３ 幹事は、会長の命を受けて所掌事項について委員及び専門委員を補佐する。 

（補則） 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規

則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

（三木市青少年問題協議会条例の廃止） 

２ 三木市青少年問題協議会条例（昭和２９年三木市条例第１２号）は、廃止

する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４３

年三木市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

別表青少年問題協議会委員の項を削る。 

別表介護保険運営協議会委員の項の次に次のように加える。 

みきっ子未来応援協議会委員 日額 8,000円 

附 則（平成２７年３月３１日条例第１５号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月２７日条例第６号） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


